
静岡県告示第813号

道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき告示

する。

その関係図面は、令和７年12月26日から３週間下田土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和７年12月26日

静 岡 県 知 事 鈴 木 康 友

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

静岡県告示第814号

道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき告示

する。

その関係図面は、令和７年12月26日から３週間熱海土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和７年12月26日

静 岡 県 知 事 鈴 木 康 友

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

道路の

種 類
路 線 名

道 路 の 区 域

区 間
変 更

前後別

敷地の幅員

（ｍ）

延 長

（ｍ）

一般国道 136号

賀茂郡西伊豆町安良里字浦上

804番の２から

賀茂郡西伊豆町安良里字浦水

1212番の２まで

前 13.4～32.4 327.0

後 14.2～62.7 327.0

道路の

種 類
路 線 名

道 路 の 区 域

区 間
変 更

前後別

敷地の幅員

（ｍ）

延 長

（ｍ）

一般国道 135号

熱海市泉元門川分字立ヶ窪12

6番の７から

熱海市泉元門川分字立ヶ窪10

3番の11まで

前 12.8～20.0 105.7

後 14.8～22.0 105.7



静岡県告示第815号

道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき告示

する。

その関係図面は、令和７年12月26日から３週間島田土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和７年12月26日

静 岡 県 知 事 鈴 木 康 友

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

静岡県告示第816号

道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき告示

する。

その関係図面は、令和７年12月26日から３週間島田土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和７年12月26日

静 岡 県 知 事 鈴 木 康 友

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

道路の

種 類
路 線 名

道 路 の 区 域

区 間
変 更

前後別

敷地の幅員

（ｍ）

延 長

（ｍ）

県道 藤枝黒俣線
藤枝市瀬戸ノ谷字地蔵沢8773

番の２地内

前 6.0～8.2 35.0

後 7.1～9.8 35.0

道路の

種 類
路 線 名

道 路 の 区 域

区 間
変 更

前後別

敷地の幅員

（ｍ）

延 長

（ｍ）

県道 伊久美藤枝線

藤枝市郡字山ノ鼻716番の７

から

藤枝市郡字山ノ鼻724番の１

まで

前 12.2～15.0 65.0

後 12.2～17.0 65.0



静岡県告示第817号

道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき告示

する。

その関係図面は、令和７年12月26日から３週間島田土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和７年12月26日

静 岡 県 知 事 鈴 木 康 友

道路の

種 類
路 線 名

道 路 の 区 域

区 間
変 更

前後別

敷地の幅員

（ｍ）

延 長

（ｍ）

県道 島田岡部線

藤枝市郡字山ノ鼻724番の１

から

藤枝市郡字村岡715番の２ま

で

前 12.2～14.5 125.0

後 12.2～17.0 125.0


